
板柳町こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）のご案内 

 

 

すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て

家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で支援するため、月一定時間まで

利用できる制度です。 

 

 

「子どもを同年代の子と一緒に遊ばせたい」「子育てについて相談したい」「育児から離れてリフ

レッシュしたい」など、理由を問わず利用することができます。 

 

 

●対象児童   利用日時点において、次の①②を満たしている子ども 

① ０歳６か月から満３歳未満で、板柳町民であること 

② 保育所・認定こども園・幼稚園・企業主導型保育施設等に在籍していない

（通っていない）こと 

 

●利用時間   子ども１人につき 月１０時間まで 

※利用しなかった時間があっても、翌月以降に繰り越すことはできません。 

 

●利用料    １時間あたり ３００円程度 

        ※利用料は、施設によって異なります。 

※給食費・おやつ代など別途負担が必要な場合があります。 

※利用する施設に直接お支払いいただきます。 

 

●実施場所   【施 設 名】  幼保連携型認定こども園 板柳第一保育所鶴住 

        【住  所】  青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字東１番地６ 

        【電  話】  0172-72-1530 

【実施類型】  余裕活用型 

        【利用日時】  月～金曜日 ９：３0～1３：00 

                （土日祝日・8/13～8/16・12/29～1/3 を除く） 

（上記の他に、園行事の日を除く） 

 

※余裕活用型は、施設の利用定員の空き枠を活用して実施しているため、在園児の人数の状況に

より、利用できる人数が変わる場合があります。 

そのため、はじめから空きがない場合や、年度の途中で空きが埋まり利用できなくなる場合が

あります。 

※こども誰でも通園制度を実施する板柳町外の施設もご利用いただけます。 

 

 

 

 

【裏面もご覧ください】 



●利用までの流れ 

「こども誰でも通園制度総合支援システム（つうえんポータル）」を使用します。 

 

１ 乳児等支援給付認定の申請 

・つうえんポータル又は窓口において、利用者が認定申請を行います。認定申請には、メールア

ドレスが必要となります。 

 

２ 利用申請の受付（ログイン ID の発行） 

・申請後、登録メールアドレス宛にログイン ID が発行されます。 

・ログインすることで、認定証を確認できるようになります。 

 

３ 子どもの情報の登録 

・利用者は、つうえんポータルにログインし、施設を利用するに当たり必要な子どもの情報（ア

レルギー情報等）の入力を行います。 

 

４ 施設の検索・選定・初回面談の申込み 

・利用者は、つうえんポータルで利用施設を検索・選定し、初回面談の空き状況を確認して、初

回面談の申込みをします。 

 

５ 初回面談 

・利用する施設で、初回面談を行います。 

※利用前に必ず面談を行ってください。面談をしていない場合は利用ができません。 

 

６ 利用希望日時の予約 

・初回面談において利用が可能となったら、利用者は、つうえんポータルから利用予約を行いま

す。 

 

７ 利用日当日 

・予約日に施設を利用します。利用後は、施設へ利用料金等をお支払いください。 

 

８ 事後面談 

・初回利用後、事後面談を行う場合があります。 

 

    

 

問い合わせ先  板柳町役場 健康推進課 子ども支援係 0172-73-2111（内線 1８９） 

 

【裏面もご覧ください】 


